
 

 

 

 

 

 

 
◆1 月 20 日に公表 

近年、労働時間削減は多くの企業において喫緊の課

題となっており、政府の「働き方改革実現会議」でも

長時間労働の是正について様々な議論がなされてい

ます。 
昨年 12 月には厚生労働省から『「過労死等ゼロ」緊

急対策』が公表され、“違法な長時間労働を許さない

取組の強化策”として以下の項目が挙げられていまし

た。 
（１）新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹

底 
（２）長時間労働等に係る企業本社に対する指導 
（３）是正指導段階での企業名公表制度の強化 
（４）３６協定未締結事業場に対する監督指導の徹底 
このうち上記（１）に対応するものとして、厚生労

働省から 1 月 20 日に「労働時間の適正な把握のため

に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策

定・公表されました。 
 
◆本ガイドラインの位置付け 

従来、事業場における労働時間の管理方法について

は、平成 13 年に発出された通達「労働時間の適正な

把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」

（いわゆる「46 通達」）が 1 つの目安となっていまし

たが、今回のガイドラインはこの通達を修正するかた

ちで策定されました。 
 
◆本ガイドラインで注目すべき点 

従来の通達と今回のガイドラインを比較してみる

と、「労働時間の考え方」という項目が新たに追加さ

れました。 
この項目では、労働時間とは「使用者の指揮命令下

に置かれている時間のこと」であり、使用者の明示ま

たは黙示の指示により労働者が業務に従事する時間

は「労働時間に当たる」とされ、業務の準備や後始末

の時間、手待時間、研修等の時間であっても労働時間

に該当する例も示されています。 
また、「使用者が講ずべき措置」の内容が従来の通

達よりもかなり具体的に示されました。 
特に自己申告制により始業・就業時間の確認等を行

う場合の措置について、労働時間の管理者に対して

「本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分

な説明を行うこと」を使用者に求めており、労働者の

自己申告により把握した時間と PC の使用時間の記録

等により判明した時間に“著しい乖離”が生じている

場合には実態調査を行って労働時間を補正すること

等を求めています。 
 

◆その他の注意点 
その他、「三六協定の延長」や「賃金台帳の調製」

についての注意点も記載されていますので、本ガイド

ラインに一度目を通しておき、今後の労働時間管理に

活用することをお勧めいたします。 

 
◆「歩合給だから割増賃金なし」は有効？無効？ 
タクシー運転手の給与には、一定の基本給と運賃収

入に応じて支給される歩合給からなる「歩合給制」が

多くの会社で採用されていますが、今月末、この歩合

給制をめぐる注目の判決が出される見通しです。 

厚労省が策定した「労働時間適正把握

ガイドライン」のポイント！ 

タクシー運転手の「歩合給」をめぐる 
注目裁判の動向 
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本事件では、タクシー運転手ら 14 人が、歩合給の

計算にあたり残業手当等に相当する額を控除する旨

を定める会社の賃金規則は無効であり、控除された残

業手当等相当額の支払義務があるとして、未払賃金お

よび遅延損害金等の支払いを求めており、東京地裁は、

公序良俗に反するとして未払い賃金の合計約 1,500 万

円の支払いを命じました（国際自動車事件・東京地判

平 27.1.28）。 
 

◆分かれる裁判所の判断 
同事件では、同じ内容を請求する訴訟が次々に提起

されており、現在、第 4 次訴訟まで提起され、原告も

200 名を超える大きな訴訟となっています。 
そのうち第 2 次訴訟では、割増賃金の算出方法を定

める労働基準法 37 条に違反せず、公序良俗にも反し

ないとして原告の意見を斥けて（東京地判平 28.4.21）
おり、裁判所の判断が分かれています。 

 
◆高裁判決も「無効」だが… 

第 1 次訴訟の高裁判決（二審）では、地裁判決（一

審）が支持され、会社側に未払い賃金の支払いが命じ

られたことから、会社側が上告し、現在も最高裁で係

争中です。 
そして、最高裁判決を前に双方の意見を聞く弁論が

開かれました（1 月 31 日）。 
この弁論は、一審・二審とは異なる判断がなされる

場合に最高裁判決を前に開かれることが多いことか

ら、今月末の最高裁判決では「これまでと結論が異な

るのでは？」と注目が集まっています。 
 

◆運転手の残業代計算に大きな影響が 
上記の通り、タクシー運転手の給与では「歩合給制」

が採用されているケースが多いため、この事件の確定

判決が及ぼす影響が少なくないと見られています。 
特に、運転手の残業手当の計算方法やその定め方に

ついて見直しを迫られるタクシー会社もあることで

しょう。 
タクシー会社に限らず「歩合給制」を採用されてい

る場合は、一度、自社の賃金規則をチェックしてみて

はいかがでしょうか？ 

 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 
［労働基準監督署］ 

15 日 
○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のも

の＞［税務署］ 
○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区

町村］ 
○ 個人事業税の申告［税務署］ 
○ 個人事業所税の申告［都・市］ 
○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 
○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 
○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 
○ 国外財産調書の提出［税務署］ 
○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 
31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 
 
 
 
 
 
 

3 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

～当事務所よりひと言～ 

平成２９年度の協会けんぽの健康保険料及び介

護保険料率は改定となります。本年３月分（４月納

付分）からの適用となります。 
 
【平成２９年度の健康保険料率】 

  平成 29 年 3 月~ 平成 28 年 3 月~ 

栃木県 9.94% 9.94% 
群馬県 9.93% 9.94% 
東京都 9.91% 9.96% 
埼玉県 9.87% 9.91% 

 
【平成２９年度の介護保険料率】 
   全国一律  1.65％（前回 1.58％） 
 
※事業主及び被保険者で折半となります。 

詳細は協会けんぽの保険料額表でご確認下さい。 
 


